
《R8.6.1改定》

¥81,928

第３段階① ¥37,185 ¥20,150 ¥13,330 ¥70,665 第３段階① ¥37,185 ¥20,150 ¥27,280 ¥84,615

第３段階① ¥34,498 ¥20,150 ¥13,330 ¥67,978 第３段階① ¥34,498 ¥20,150 ¥27,280

合計（月額）
＜多床室＞

¥103,938

介護費

第４段階

¥27,280 ¥76,360

第３段階① ¥31,772 ¥20,150 ¥13,330 ¥65,252 第３段階① ¥31,772 ¥20,150 ¥27,280 ¥79,202

食費 居住費 合計（月額）
＜多床室＞

¥52,852
¥58,742

第１段階 ¥31,772 ¥9,300

¥26,205 ¥20,150

第３段階① ¥28,930 ¥20,150 ¥13,330 ¥62,410 第３段階① ¥28,930 ¥20,150

¥78,614 ¥47,430 ¥28,365 ¥154,409 第４段階(３割) ¥78,614 ¥47,430

¥106,625
第４段階 ¥37,185 ¥47,430 ¥28,365 ¥112,980 第４段階 ¥37,185 ¥47,430 ¥38,161 ¥122,776

第３段階② ¥37,185 ¥42,160 ¥13,330 ¥92,675 第３段階②

看護体制加算Ⅰ、看護体制加算Ⅱ、精神科医療養指導加算、日常生活継続支援加算Ⅰ、夜勤職員配置加算Ⅲ、
栄養マネジメント強化加算、科学的介護推進体制加算、協力医療機関連携加算、生産性向上推進体制加算Ⅱ、
高齢者施設等感染対策向上加算ⅠおよびⅡ、介護職員処遇改善加算Ⅰ

※　食費・居住費は、介護保険の負担軽減措置の負担段階ごとに、負担額が分かれます。

なごやかハウス希望ケ丘特別養護老人ホーム利用料金表

※　介護費には下記の加算が含まれています。

※　合計（月額）については、31日間で計算しております。

¥58,265
第２段階 ¥37,185 ¥12,090 ¥13,330 ¥62,605 第２段階 ¥37,185 ¥12,090 ¥14,880 ¥64,155
第１段階 ¥37,185 ¥9,300 ¥0 ¥46,485

介護費 食費 居住費
第１段階

合計（月額）

¥37,185 ¥42,160 ¥27,280

¥34,498 ¥47,430 ¥28,365 ¥110,293 第４段階 ¥34,498 ¥47,430 ¥38,161 ¥120,089
第３段階② ¥34,498 ¥42,160 ¥13,330 ¥89,988 第３段階② ¥34,498 ¥42,160 ¥27,280

¥55,578
第２段階 ¥34,498 ¥12,090 ¥13,330 ¥59,918 第２段階 ¥34,498 ¥12,090 ¥14,880 ¥61,468
第１段階 ¥34,498 ¥9,300 ¥0 ¥43,798 第１段階 ¥34,498 ¥9,300 ¥11,780

＜従来型個室＞
介護費 食費 居住費 合計（月額） 介護費 食費 居住費 合計（月額）

＜多床室＞

¥101,212
第４段階 ¥31,772 ¥47,430 ¥28,365 ¥107,567 第４段階 ¥31,772 ¥47,430 ¥38,161 ¥117,363

第３段階② ¥31,772 ¥42,160 ¥13,330 ¥87,262 第３段階② ¥31,772 ¥42,160 ¥27,280

¥11,780
第２段階 ¥31,772 ¥12,090 ¥13,330 ¥57,192 第２段階 ¥31,772 ¥12,090 ¥14,880

第１段階 ¥31,772 ¥9,300¥0 ¥41,072

介護費

¥26,205

¥26,205

居住費 合計（月額）
¥26,205 ¥9,300 ¥0

¥28,365 ¥102,000

¥13,330 ¥51,625

¥47,430

第１段階

第４段階
第３段階②

第２段階 ¥12,090
¥35,505

食費

第３段階① ¥26,205 ¥20,150

＜多床室＞

¥11,780 ¥47,285
介護費 食費 居住費 合計（月額）

¥13,330 ¥81,695

＜従来型個室＞

第２段階 ¥26,205 ¥12,090 ¥14,880 ¥53,175
第１段階 ¥26,205

¥95,645
¥27,280 ¥73,635¥13,330 ¥59,685 第３段階①

合計（月額）介護費 食費 居住費 合計（月額）
＜従来型個室＞

第４段階 ¥26,205 ¥47,430 ¥38,161 ¥111,796

＜多床室＞

第４段階(２割) ¥128,204¥28,365¥47,430¥52,409 第４段階(２割) ¥52,409 ¥47,430 ¥38,161 ¥138,000
第４段階(３割)

¥55,900第２段階 ¥28,930 ¥12,090 ¥13,330 ¥54,350
第１段階 ¥28,930 ¥9,300 ¥11,780 ¥50,010第１段階 ¥28,930 ¥9,300 ¥0 ¥38,230

¥114,521第４段階 ¥28,930 ¥47,430 ¥28,365 ¥104,725
第３段階② ¥28,930 ¥42,160 ¥27,280 ¥98,370第３段階② ¥28,930 ¥42,160 ¥13,330 ¥84,420

【1】　要介護１　の場合

【2】　要介護２　の場合

【3】　要介護３　の場合

【4】　要介護４　の場合

【5】　要介護５　の場合

第４段階 ¥28,930 ¥47,430 ¥38,161

第２段階 ¥28,930 ¥12,090 ¥14,880

¥9,300

介護費 食費 居住費

第３段階② ¥26,205 ¥42,160 ¥27,280¥26,205 ¥42,160

¥143,451

第４段階(２割) ¥63,544 ¥47,430 ¥28,365 ¥139,339 第４段階(２割) ¥63,544 ¥47,430 ¥38,161 ¥149,135

第４段階(２割) ¥57,860 ¥47,430 ¥28,365 ¥133,655 第４段階(２割) ¥57,860 ¥47,430 ¥38,161

＜従来型個室＞
介護費 食費

¥154,586

第４段階(２割) ¥74,369 ¥47,430 ¥28,365 ¥150,164 第４段階(２割) ¥74,369 ¥47,430 ¥38,161 ¥159,960

第４段階(２割) ¥68,995 ¥47,430 ¥28,365 ¥144,790 第４段階(２割) ¥68,995 ¥47,430 ¥38,161

¥11,780

＜従来型個室＞
介護費

¥38,161 ¥164,205

¥172,381

第４段階(３割) ¥95,316 ¥47,430 ¥28,365 ¥171,111 第４段階(３割) ¥95,316 ¥47,430 ¥38,161 ¥180,907

第４段階(３割) ¥86,790 ¥47,430 ¥28,365 ¥162,585 第４段階(３割) ¥86,790 ¥47,430 ¥38,161

居住費 合計（月額）

¥189,084

第４段階(３割) ¥111,554 ¥47,430 ¥28,365 ¥187,349 第４段階(３割) ¥111,554 ¥47,430 ¥38,161 ¥197,145

第４段階(３割) ¥103,493 ¥47,430 ¥28,365 ¥179,288 第４段階(３割) ¥103,493 ¥47,430 ¥38,161

食費 居住費
¥37,185 ¥9,300



＜　単位数と自己負担額　＞

ａ．基本単位と加算

ｂ．その他にかかる加算（該当する入居者様のみご負担となります。）

＜　利用者負担段階による負担軽減措置　＞

高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ 5 単位 6 円 /月
円 /月10

50

高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ

協力医療機関連携加算１ 単位 54 円
生産性向上推進体制加算Ⅱ 10 単位 11 円 /月

/月

単位 11

/日
/日
/日
/日
/日

/月54 円

自己負担額

単位 12 円 /日

円
円
円

円

円

各種体制加算
5

11

50

16
36

第４段階 ・上記以外の方　（負担軽減なし） 1530 円 915 円

第３段階①
・市町村民税非課税世帯で合計所得金額と課税年金収入額の
合計が年間80万円超120万円以下の方

550万円以下
650 円 430 円

食事の観察及び会議等の実施に当たり、医師等が加わることにより、多種多様な意見に基づく質の高い経口
維持経計画を策定した場合に算定されます。１月あたり約１０７円のご負担となります。

摂食障害を有し、検査等により誤嚥が認められることから、継続して経口による食事の摂取を進めるための特
別な管理が必要であるものとして、医師又は歯科衛生士の指示を受けた方を対象とします。１月あたり約４２８
円のご負担となります。

5211

口腔衛生管理加算Ⅱ

110単位/月（118円/月）

20単位/月（22円/月）

個別機能訓練加算Ⅱ

経口維持加算Ⅰ

1231 円

※　上記の利用者負担段階ごとの居住費及び食費の軽減措置についての詳細は、お住まいの区の
　　　区役所介護福祉課までお問い合わせください。

第３段階②
・市町村民税非課税世帯で合計所得金額と課税年金収入額の
合計が年間120万円超の方

500万円以下
1360 円 430 円 880 円

（1,500万円）

880 円
（1,550万円）

第２段階
・市町村民税非課税世帯で合計所得金額と課税年金収入額の
合計が年間80万円以下の方

650万円以下
390 円 430 円 480 円

（1,650万円）

380 円
・市町村民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給されている方 （2,000万円）

預貯金額要件
食費 居住費

（多床室）

外泊時費用

初期加算
３０単位（３２円）

居住費
(従来型個室)区分 対象となる方の要件 （夫婦の場合）

第１段階
・生活保護を受給されている方　《※預貯金額要件は無し》 1,000万円以下

300 円 0 円

死亡日の前日及び前々日

機能訓練指導員を配置し、ご利用者に対して個別機能訓練計画書を作成し、その計画に基づき機能訓練を
実施し、効果や実施方法を評価することに対する加算。月あたり約22円のご負担となります。

歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、ご利用者に対して口腔ケアを月２回以上行った場合に、１月あたり
約９７円のご負担となります。

４００単位/月（４２８円/月）

１００単位/月（１０７円/月）

経口維持加算Ⅱ

単位

療養食加算 医師の指示箋に基づく療養食（※）を提供した場合、１食あたり約７円のご負担となります。※　糖尿食、腎臓
病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、通風食及び特別な場合の検査食。

入所した日から起算して30日間、または30日間を超える入院（外泊）をされた場合、退院（帰所）された日から
起算して30日間については、１日あたり約３２円のご負担となります。

円

２４６単位（２６３円）

入院または外泊をされた場合、初日及び帰所された日を除いた入院（外泊）期間について、月６日（月をまたぐ
と１２日）を限度として、所定の単位数に代えて1日あたり約２６３円及び居住費のご負担となります。

６単位/回（７円/回）

5163 円
単位 4755 円

659 単位

要介護度４

要介護度３

要介護度２

4054
3672

871

単位 3922 円

自己負担額

5566

単位

732 単位

基本単位数

多床室 個室
基本単位数 自己負担額

589

自己負担額

704 円 円
単位 629629

4330 円
4452

要介護度２

要介護度３

要介護度４

要介護度５

要介護度１

782
802 単位 857

782 円

単位 931単位

4834 単位

介護職員処遇改善加算Ⅰ

931
円

単位

円

要介護度１ 円 円589 単位
659 単位
732
802 単位 857

円
704

円
要介護度５

（自己負担額は１割負担のご料金として表記しております）

単位

単位

9
39

単位
単位
単位

単位 6
5

円
17

871 栄養マネジメント強化加算

夜勤職員配置加算Ⅲ

日常生活継続支援加算Ⅰ

看護体制加算Ⅱ

看護体制加算Ⅰ

8
4

科学的介護推進体制加算

精神科医療養指導加算

死亡日　

看取り介護加算

６８０単位（７２７円）

１４４単位（１５４円）

褥瘡マネジメント加算 ご利用者の褥瘡発生を予防するため、褥瘡の発生と関連の強い項目について定期的な評価を実施し、関連
職種の者が共同して褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成、その計画に基づき褥瘡管理を行った場合に、１
月あたり約14円のご負担となります。

72単位（77円） 31日～45日まで

13単位/月（14円/月）

１２８０単位（１３６７円）

４日～３０日まで

医師の医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した入所者様に対して、施設に
おいて看取り介護を行った場合、亡くなられた日を起算として45日前までさかのぼり、死
亡日当日（１３６７円）、死亡日前日（７２７円）、死亡日前々日（７２７円）及び死亡日から４
～２８日前（1日あたり１５４円）、３1～４５日前（1日あたり７７円）のご負担となります。ただ
し、入院（外泊）等で施設内で看取り介護を行わなかった日は含まれません。

ひと月あたりの単位数と

自己負担額となります


